
Ⅰ 概要概要概要

1 基本方針「創ります　守ります　滋賀の風土」　

2 組織（令和８年４月１日現在）

　本県を取り巻く環境は、これまでに経験したことのない変化を迎えています。気候変動の影響により、水害・土砂
災害が激甚化・頻発化し、近い将来には巨大地震の発生が懸念されています。社会環境の変化としては、人口減少・
少子高齢化の進行、建設産業・地域交通の担い手の減少、高度経済成長期を中心に集中的に整備されたインフラの老
朽化などに加え、人件費や物価高騰が経済や県民生活などに甚大な影響を及ぼしています。これらのリスクや変化に
対し、着実に備え、戦略的に対応していくことが喫緊の課題です。
　国においては、2023年2月に地域公共交通活性化再生法が、同年6月に国土強靱化基本法がそれぞれ改正されま
した。これにより、持続可能な地域公共交通ネットワークの再構築、激甚化・頻発化する風水害や切迫する大規模地
震への対策、予防保全型インフラメンテナンスによる老朽化対策などに取り組み、安全・安心な社会の構築を進める
こととされています。
　このような社会環境においても施策を着実に実行するため、2001年度から続いた「土木交通部」という組織体制
を再編し、今年度からは「県土整備部」と「交通まちづくり部」を設置して、新たな体制でスタートを切りました。
　「県土整備部」では、組織としての即応力・実行力を高め、県民の安全・安心な暮らしと経済・産業の持続可能な
発展のため、道路や河川などの社会インフラの着実な整備と適切な維持管理を進めてまいります。「交通まちづくり
部」では、「交通」と「まちづくり」に一体的かつ重点的に取り組むことで、暮らしや社会のリ・デザインに向けて、
市町や事業者とも連携し、持続可能なまちづくり、滋賀の地域交通、THEシガパークの更なる推進を図ります。
　いずれの部も、県民の暮らしの基盤づくりに寄与し、人口減少社会にあっても生活機能を持続させ、県民が豊かで
充実した暮らしを営むために設置されました。
　本県基本構想で描く基本理念「変わる滋賀 続く幸せ」の実現を目指し、与えられた予算・組織を有効活用し、「子ど
も・子ども・子ども」、「CO₂ネットゼロ」、「グリーンインフラの推進」といった県政の重要政策も着実に展開し
ます。また、魅力ある職場づくりやYouTubeチャンネル「いなずまどぼっく」の発信強化、建設産業魅力アップ
事業など、職員全員が力を合わせ、建設産業の担い手の確保に努めてまいります。
　貴重な予算と組織を最大限活用することで事業効果の早期発現に努め、各施策を通じて、県民のニーズに応えられ
るよう、適切かつ円滑な事業執行に精一杯取り組んでまいります。

（1）関係機構の概略 （2）職員数（課付､所付で国・府県・市町等への派遣職員は除く。）
県土整備部 本庁

土木事務所

その他機関

監理課
技術管理課
用地事業支援課
道路整備課
道路保全課
流域政策局
丹生水源地域整備推進室

交通まちづくり部　　本庁
交通まちづくり政策課
THEシガパーク推進課
住宅課
建築課
建築開発課

大津、南部、甲賀、東近江
湖東、長浜（木之本支所含）
高島

交通事故相談所
北川水源地域振興事務所

所属 職種 事務 技術 計技術員
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所属 職種 事務 技術 計技術員
交 通 ま ち づ く り 部
交 通 ま ち づ く り 政 策 課
T H E シ ガ パ ー ク 推 進 課
住 宅 課
建 築 課
建 築 開 発 課
「交通まちづくり部計」
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※交通事故相談所は道路保全課職員が、丹生水源地域整備推進室は流域政策局および長浜土木
　事務所木之本支所の職員が兼務
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